
宮城県再生可能エネルギー
税制研究会について

1 再生可能エネルギー発電施設による森林開発抑制に向けた
新たな対策について
2 有識者からの意見聴取について

3 税に関する議論の役割分担
4 スケジュール
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再エネ審議会(18名)

委員(上記2名の他16名)

Ａ Ｂ

２ 有識者からの意見聴取について
1. 税の導入等については、宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会に諮問し、答申を受ける。

2. 再エネ審議会で議論する原案等について意見を聞くため、「税制研究会」を５回程度開催する。

3. 税制研究会の構成は、

再エネ審議会より、現委員から地元大学の教授等2名

税の専門家等3名

の 計5名 とする。

4. 税制研究会メンバーは、再エネ審議会に参考人として出席し、税制研究会で出された意見を陳述する。

＜構成メンバー（有識者）イメージ＞

諮問 答申 意見
骨子案
最終案

執行機関（知事）

税制研究会意見を踏まえて原案作成

税制研究会(５名)

ＥＡ Ｂ Ｃ Ｄ

座長

再エネ審議会
の委員

税の専門家等

各構成員の
意見等

参考人
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宮城県再生可能エネルギー税制研究会 構成員

氏 名（五十音順） 所 属 等 備 考

さいとう ひろうみ

斎 藤 浩 海 東北大学大学院工学研究科教授 再エネ審議会委員

ささき く み

佐 々 木 く み 東北学院大学法学部法律学科教授

た だ ち か

多 田 千 佳 東北大学大学院農学研究科准教授 再エネ審議会委員

たなか おさむ

田 中 治 大阪府立大学名誉教授 座長予定

よしむら まさお

吉 村 政 穂
一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻
教授
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３ 税に関する議論の役割分担
主な論点 再エネ審議会 税制研究会

税導入の必要性 ◎ ○

内、規制（税以外の手法）等による森林開発抑制の限界 ◎ ◎

再エネ計画との整合性 ◎

課税による誘導先 ◎ 〇

使途 ◎ ○

課税客体 〇 ◎

内、対象エネ種 ◎ ○

内、森林開発面積の下限 ◎ ○

課税標準 ○ ◎

納税義務者 ○ ◎

税率 ○ ◎

徴収方法 ○ ◎

非課税事項 ◎ ◎

課税を行う期間 ○ ◎

骨子案 ◎ 〇

最終案 ◎ 〇

税制研究会の意見を踏まえ審議会で議論

◎：主に検討 ○：確認・必要に応じて検討
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月 議会 再エネ審議会 税制研究会
市町村照会

説明
事業者意見
聴取・説明

パブコメ

９月
28日
代表質問で表明

10月
11日
常任委員会で説明

11月 ２日 諮問、審議① 22日 第1回

12月 中旬 審議② 下旬 第2回

5年1月 中旬 第3回

2月 中旬 骨子案審議③→ 決定 上旬 第4回

3月
中旬
常任委員会報告

下旬 第5回

4月

5月 中旬 最終案審議④、答申

6月 条例議案審議

４ スケジュール ※現時点の想定

意見

意見とりまとめ

意見

１回目 １回目

２回目 ２回目

適宜、個別訪問や、
説明会、情報提供
を実施
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